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  介護老人保健施設における利用者のご負担は、所得等に応じ、介護保険の給付にかかる１割～３割の

自己負担分と保険給付対象外の費用(居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な療養室料及び特別な

食費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、診断書等

の文書作成費等)の２種類を利用料としてお支払いいただきます。 

  尚、介護保険の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス(入所、短期入

所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーション)

毎に異なります。 

  利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設の所在する地域(地

域加算)や認知症専門棟であるかないか等各施設の体制で異なりますし、利用料も各施設での設定とな

っております。当施設の利用者負担につきましては、次頁以降をご参照下さい。 

  介護保険には、大きく分けて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて種々のサー

ビスを受ける居宅サービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっています。 

  施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、短期入所療養介護、通所

リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーションは、居宅サービス

であり、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス計画(ケアプラン)を作成した後でなければ、保険

給付を受けることができませんので注意が必要です。又、送迎、入浴といった加算対象のサービスも、

居宅支援サービス計画に記載が無いと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅

支援サービス計画に記載されているか、いないかをご確認下さい。 

  居宅支援サービス計画は、利用者本人が作成することもできますが、居宅介護支援事業所(居宅支援

サービス計画を作成する専門機関)に作成依頼することもできます。 

又、職員の賃金改善等を目的とした、介護職員等処遇改善加算を加算させて頂きます。 

  詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ａ 入所の利用者負担額 

 

１ 介護保険適用自己負担額(地域区分 その他) 

(介護保険適用自己負担額は、所得等に応じて１～３割負担になります。) 

介護保健施設サービス費(Ⅰ)(三)(ⅲ) <基本型 多床室(管理栄養士１名以上配置)> (日額) 

    ・要介護１   ７９３円(１割負担) １,５８６円(２割負担) ２,３７９円(３割負担) 

・要介護２   ８４３円(１割負担) １,６８６円(２割負担) ２,５２９円(３割負担) 

・要介護３   ９０８円(１割負担) １,８１６円(２割負担) ２,７２４円(３割負担) 

    ・要介護４    ９６１円(１割負担) １,９２２円(２割負担) ２,８８３円(３割負担) 

・要介護５ １,０１２円(１割負担) ２,０２４円(２割負担) ３,０３６円(３割負担) 

  ※上記料金に対し、下記＊１～＊４は全員に、＊５～＊16は該当者に加算します。 

＊１ 初期加算(Ⅱ)(日額) 

３０円(１割負担) ６０円(２割負担) ９０円(３割負担) 

    入所日から３０日加算。 

＊２ 夜勤職員配置加算(日額) 

 ２４円(１割負担) ４８円(２割負担) ７２円(３割負担) 

    夜勤職員を基準以上配置。 

＊３ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(日額) 

 ２２円(１割負担) ４４円(２割負担) ６６円(３割負担) 

    介護職員の内、介護福祉士を８０％以上、又は勤続１０年以上の介護福祉士３５％以 

上配置。 

＊４ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(１円未満の端数四捨五入) 

１月分の介護保険適用自己負担額合計に対し、7.5％を上乗せします。 

＊５ 短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)(日額) 

 ２００円(１割負担) ４００円(２割負担) ８００円(３割負担) 

    過去３箇月の間に当介護老人保健施設に入所していた利用者を除き、入所日から３箇

月間、１回２０分以上の個別リハビリテーションを週３日程度実施し、その日数分加

算。 

＊６ 認知症ケア加算(日額) 

７６円(１割負担) １５２円(２割負担) ２２８円(３割負担) 

    認知症専門棟入所の場合。 

＊７ 若年性認知症入所者受入加算(日額) 

１２０円(１割負担) ２４０円(２割負担) ３６０円(３割負担) 

    若年性認知症の場合。 

＊８ ターミナルケア加算(日額) 

  死亡日以前４５～３１日 

７２円(１割負担)   １４４円(２割負担)    ２１６円(３割負担) 

  死亡日以前３０～４日 

１６０円(１割負担)   ３２０円(２割負担)   ４８０円(３割負担) 

死亡日前々日及び前日 

９１０円(１割負担) １,８２０円(２割負担) ２,７３０円(３割負担) 

死亡日 

１,９００円(１割負担) ３,８００円(２割負担) ５,７００円(３割負担) 

医師が回復の見込みがないと診断した利用者で、ご家族等の同意の下、管理栄養士

を含む多職種にて、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガ

イドライン」等の内容に沿った取組を行いながら、ターミナルケア計画を作成し、

ターミナルケアを実施した場合。 

＊９ 療養食加算(１回) 

 ６円(１割負担) １２円(２割負担) １８円(３割負担) 

医師の指示に基づく療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合。 

 



＊10 外泊時加算(日額)(１月に６日まで算定可能) 

３６２円(１割負担) ７２４円(２割負担) １,０８６円(３割負担) 

外泊した場合に、介護老人保健施設サービス費に代えて算定。外泊初日と施設に戻ら

れた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。尚、同意の下、外泊

中にベッドを短期入所療養介護に活用した場合は、算定しません。 

    ＊11 外泊時在宅サービス利用の費用(日額)(１月に６日まで算定可能) 

  ８００円(１割負担) １６００円(２割負担) ２,４００円(３割負担) 

 退所が見込まれる利用者の試行的退所時に、当施設の通所リハビリテーションを利用 

した場合、介護老人保健施設サービス費や外泊加算に代えて算定。外泊初日と施設に 

戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。尚、同意の下、

外泊中にベッドを短期入所療養介護に活用した場合は、算定しません。 

＊12 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) 

      ４５０円(１割負担) ９００円(２割負担) １,３５０円(３割負担) 

    入所期間が１箇月を超えると見込まれる入所予定者に対し、入所予定日前３０日～入 

所後７日までの間に退所後に生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス 

計画の策定及び診療の方針を決定した場合。 

   入所前後訪問指導加算(Ⅱ) 

    ４８０円(１割負担) ９６０円(２割負担) １,４４０円(３割負担) 

    入所期間が１箇月を超えると見込まれる入所予定者に対し、入所予定日前３０日～入 

所後７日までの間に退所後に生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス 

計画の策定及び診療の方針を決定する時、生活機能の具体的な目標を定めるとともに、 

退所後の生活に係る支援計画を策定した場合。 

＊13 試行的退所時指導加算(１回) 

    ４００円(１割負担) ８００円(２割負担) １,２００円(３割負担) 
退所が見込まれ、且つ入所期間が１箇月を超える利用者に対し、試行的退所時に退所 
後の療養上の指導を行った場合。試行的退所から３箇月間、１箇月に１回を限度とし 
て算定。 

＊14 退所時情報提供加算(Ⅰ)(１回) 
  ５００円(１割負担) １,０００円(２割負担) １,５００円(３割負担) 

利用者の同意を得て、居宅へ退所後の主治医に、利用者の診療情報、心身の状況、生 
活歴、認知機能等の情報提供を文書でした場合。 

退所時情報提供加算(Ⅱ)(１回) 
  ２５０円(１割負担) １,０００円(２割負担) １,５００円(３割負担) 

利用者の同意を得て、医療機関へ退所後の主治医に、利用者の診療情報、心身の状況、 
生活歴、認知機能等の情報提供を文書でした場合。 

    ＊15 入退所前連携加算(Ⅰ)(１回) 
 ６００円(１割負担) １,２００円(２割負担) １,８００円(３割負担) 

入所予定日前３０日以内、又は入所後３０日以内に利用者の同意を得て、退所後に利 
用を希望する居宅介護支援事業所等と連携をし、方針を定めた場合。 

入退所前連携加算(Ⅱ)(１回) 
  ４００円(１割負担)    ８００円(２割負担) １,２００円(３割負担) 

入所期間が１箇月を超える利用者の同意を得て、退所前に居宅介護支援事業所等に情 
報提供し、連携をした場合。 

＊16 訪問看護指示加算 

    ３００円(１割負担) ６００円(２割負担) ９００円(３割負担) 

    訪問看護指示書を作成し、交付した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ その他利用料(①～⑤は希望者全員から、⑥～⑨は希望した対象者から頂きます。) 

①  食費(日額)(※１,２) １,８５０円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合。 

     (介護保険負担限度額認定証を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限 

      度額が１日にお支払いいただく上限となります。) 

※１ 食事のキャンセル・・・食事開始２時間前から、食費が発生する場合があります。 

(食事開始時間・・・朝食 ８:００ / 昼食 １２:００ / 夕食 １７:３０) 

②  居住費(多床室)(日額)(※２) ７００円 

   水道費、光熱費、維持費等 

    (介護保険負担限度額認定証を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限 

度額が１日にお支払いいただく上限となります。) 

※２ 上記①「食費」及び②「居住費」において、介護保険負担限度額認定証 第１段階から第

３段階の利用者負担限度額については《別添資料１》をご覧下さい。 

③ 日用生活品費(日額) ３００円 

     石鹸、シャンプー、トイレットペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意するものをご 
利用いただく場合。 

   ④ 教養娯楽費(日額) １５０円 
    クラブやレクレーション、行事で使用する折り紙、塗り絵の材料、風船・ボール等遊具、ビデ 

オ、カラオケ等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合。 
 ⑤ 洗濯代(１kg) ２５０円 

     私物の洗濯を施設に依頼される場合。 
⑥ 入所者が選定する特別な療養室(一般棟２人室)料(日額) ６５０円 
   一般棟の２人室を希望される場合。尚、外泊時にも室料を頂きます。 

⑦ 電気使用料金(日額) １００円 

持込電化製品にて当施設の電気を使用する場合。 

⑧ 理美容代(１回) １,０００円～２,０００円程度 
     理美容をご利用の場合。丸刈り、カット、セット等で料金は異なります。  

⑨ 健康管理費(１回) １,０００円～２,０００円程度 

  インフルエンザ予防接種に係る費用で、インフルエンザ予防接種を希望された場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｂ 短期入所療養介護の利用者負担額 

 

１ 介護保険適用自己負担額(地域区分 その他) 

(介護保険適用自己負担額は、所得等に応じて１～３割負担になります。) 

介護老人保健短期入所療養介護費(Ⅰ)(c)(ⅲ) <基本型 多床室> (日額) 

    ・要介護１   ８３０円(１割負担) １,６６０円(２割負担) ２,４９０円(３割負担) 

    ・要介護２   ８８０円(１割負担) １,７６０円(２割負担) ２,６４０円(３割負担) 

    ・要介護３   ９４４円(１割負担) １,８８８円(２割負担) ２,８３２円(３割負担) 

    ・要介護４   ９９７円(１割負担) １,９９４円(２割負担) ２,９９１円(３割負担) 

    ・要介護５ １,０５２円(１割負担) ２,１０４円(２割負担) ３,１５６円(３割負担) 

※上記料金に対し、下記＊１～＊３は全員に、＊４～＊９は該当者に加算します。 

＊１ 夜勤職員配置加算(日額) 

    ２４円(１割負担) ４８円(２割負担) ７２円(３割負担) 

    夜勤職員を基準以上配置。 

＊２ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(日額) 

    ２２円(１割負担) ４４円(２割負担) ６６円(３割負担) 

     介護職員の内、介護福祉士を８０％以上、又は勤続１０年以上の介護福祉士３５％以 

上配置。 

＊３ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(１円未満の端数四捨五入) 

１月分の介護保険適用自己負担額合計に対し、7.5％を上乗せします。 

＊４ 個別リハビリテーション実施加算(日額) 

    ２４０円(１割負担) ４８０円(２割負担) ７２０円(３割負担) 

     １回２０分以上の個別リハビリテーションを実施した場合。 

＊５ 認知症ケア加算(日額) 

７６円(１割負担) １５２円(２割負担) ２２８円(３割負担) 

     認知症専門棟入所の場合。 

＊６ 若年性認知症利用者受入加算(日額) 

    １２０円(１割負担) ２４０円(２割負担) ３６０円(３割負担) 

     若年性認知症の場合。 

＊７ 送迎加算(片道１回) 

    １８４円(１割負担) ３６８円(２割負担) ５５２円(３割負担) 

     入所及び退所の際、自宅まで施設車にて送迎した場合。(日曜祝日は対応不可) 

＊８ 療養食加算(１回) 

８円(１割負担) １６円(２割負担) ２４円(３割負担) 

医師の指示に基づく療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合。 

    ＊９ 緊急短期入所受入加算(日額) 

９０円(１割負担) １８０円(２割負担) ２７０円(３割負担) 

 緊急に予定外のショートステイを実施した場合、１回の利用で７日まで算定可能。但 

し、やむを得ない事情がある場合は１４日まで算定可能。 

※居宅サービスにおける、介護保険適用自己負担額の利用限度額(月額) 

 介護保険適用自己負担額において、下記利用限度額を超えて利用した部分の利用料及び連続利用

３１日目の利用料は、１０倍の料金になります。 

要介護１ １６,７６５円(１割負担) ３３,５３０円(２割負担)   ５０,２９５円(３割負担) 

      要介護２ １９,７０５円(１割負担) ３９,４１０円(２割負担)   ５９,１１５円(３割負担) 

    要介護３ ２７,０４８円(１割負担) ５４,０９６円(２割負担)   ８１,１４４円(３割負担) 

    要介護４ ３０,９３８円(１割負担) ６１,８７６円(２割負担)   ９２,８１４円(３割負担) 

    要介護５ ３６,２１７円(１割負担) ７２,４３４円(２割負担) １０８,６５１円(３割負担) 

 

 

 

 



２ その他利用料(①～④は希望者全員から、⑤～⑦は希望した対象者から頂きます。) 

①  食費(１食)(※１,２) 朝食 ５００円 / 昼食(おやつ含) ７５０円 / 夕食 ６００円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合。 

 (介護保険負担限度額認定証を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度 

額が１日にお支払いいただく上限となります。) 

※１ 食事のキャンセル・・・食事開始２時間前から、食費が発生する場合があります。 

(食事開始時間・・・朝食 ８:００ / 昼食 １２:００ / 夕食 １７:３０) 

②  居住費(多床室)(日額)(※２) ７００円 

   水道費、光熱費、維持費等 

     (介護保険負担限度額認定証を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限 

度額が１日にお支払いいただく上限となります。) 

※２ 上記①「食費」及び②「居住費」において、介護保険負担限度額認定証 第１段階から第

３段階の利用者負担限度額については《別添資料１》をご覧下さい。 

③ 日用生活品費(日額) ３００円 
      石鹸、シャンプー、トイレットペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意するものをご 

利用いただく場合。 
   ④ 教養娯楽費(日額) １５０円 
     クラブやレクレーション、行事で使用する折り紙、塗り絵の材料、風船・ボール等遊具、ビデ 

オ、カラオケ等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合。 
⑤ 入所者が選定する特別な療養室(一般棟２人室)料(日額) ６５０円 
   一般棟の２人室を希望される場合。尚、外泊時にも室料を頂きます。 

⑥ 電気使用料金(日額) １００円 

持込電化製品にて当施設の電気を使用する場合。 
⑦ 理美容代(１回) １,０００円～２,０００円程度 

  理美容をご利用の場合。丸刈り、カット、セット等で料金は異なります。 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｃ 介護予防短期入所療養介護の利用者負担額 

 

１ 介護保険適用自己負担額(地域区分 その他) 

(介護保険適用自己負担額は、所得等に応じて１～３割負担になります。) 

   介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(c)(ⅲ) <基本型 多床室> (日額) 

    ・要支援１ ６１３円(１割負担) １,２２０円(２割負担) １,８３０円(３割負担) 

    ・要支援２ ７７４円(１割負担) １,５３６円(２割負担) ２,３０４円(３割負担) 

※上記料金に対し、下記＊１～＊３は全員に、＊４～＊７は該当者に加算します。 

＊１ 夜勤職員配置加算(日額) 

 ２４円(１割負担) ４８円(２割負担) ７２円(３割負担) 

夜勤職員を基準以上配置。 

＊２ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(日額) 

 ２２円(１割負担) ４４円(２割負担) ６６円(３割負担) 

     介護職員の内、介護福祉士を８０％以上、又は勤続１０年以上の介護福祉士３５％以 

上配置。 

＊３ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(１円未満の端数四捨五入) 

１月分の介護保険適用自己負担額合計に対し、7.5％を上乗せします。 

＊４ 個別リハビリテーション実施加算(日額) 

    ２４０円(１割負担) ４８０円(２割負担) ７２０円(３割負担) 

     １回２０分以上の個別リハビリテーションを実施した場合。 

＊５ 若年性認知症利用者受入加算(日額) 

 １２０円(１割負担) ２４０円(２割負担) ３６０円(３割負担) 

若年性認知症の場合。            

＊６ 送迎加算(片道１回) 

 １８４円(１割負担) ３６８円(２割負担) ５５２円(３割負担) 

入所及び退所の際、自宅まで施設車にて送迎した場合。(日曜祝日は対応不可) 

＊７ 療養食加算(１回) 

 ８円(１割負担) １６円(２割負担) ２４円(３割負担) 

医師の指示に基づく療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合。 

※居宅サービスにおける、介護保険適用自己負担額の利用限度額(月額) 

 介護保険適用自己負担額において、下記利用限度額を超えて利用した部分の利用料及び連続利用

３１日目の利用料は、１０倍の料金になります。 

要支援１  ５,０３２円(１割負担) １０,０６４円(２割負担) １５,０９６円(３割負担) 

      要支援２ １０,５３１円(１割負担) ２１,０６２円(２割負担) ３１,５９３円(３割負担) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ その他利用料(①～④は希望者全員から、⑤～⑦は希望した対象者から頂きます。) 

①  食費(１食)(※１,２) 朝食 ５００円 / 昼食(おやつ含) ７５０円 / 夕食 ６００円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合。 

     (介護保険負担限度額認定証を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度 

額が１日にお支払いいただく上限となります。) 

※１ 食事のキャンセル・・・食事開始２時間前から、食費が発生する場合があります。 

(食事開始時間・・・朝食 ８:００ / 昼食 １２:００ / 夕食 １７:３０) 

②  居住費(多床室)(日額)(※２) ７００円 

   水道費、光熱費、維持費等 

    (介護保険負担限度額認定証を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限 

度額が１日にお支払いいただく上限となります。) 

※２ 上記①「食費」及び②「居住費」において、介護保険負担限度額認定証 第１段階から第

３段階の利用者負担限度額については《別添資料１》をご覧下さい。 

③ 日用生活品費(日額) ３００円 
      石鹸、シャンプー、トイレットペーパー、おしぼり等の費用であり施設で用意するものをご利 

用いただく場合。 
   ④ 教養娯楽費(日額) １５０円 
     クラブやレクレーション、行事で使用する折り紙、塗り絵の材料や風船・ボール等遊具、ビデ 

オ、カラオケ等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合  
⑤ 入所者が選定する特別な療養室(一般棟２人室)料(日額) ６５０円 
  般棟の２人室を希望される場合。 

⑥ 電気使用料金(日額) １００円 

持込電化製品にて当施設の電気を使用する場合 
⑦ 理美容代(１回) １,０００円～２,０００円程度 

     理美容をご利用の場合。丸刈り、カット、セット等で料金は異なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ｄ 通所リハビリテーションの利用者負担額 

 

１ 介護保険適用自己負担額(地域区分 その他) 

(介護保険適用自己負担額は、所得等に応じて１～３割負担になります。) 

    通常規模型リハビリテーション費(前年度の１月あたり平均のべ人員数７５０人以内)(日額) 
＜１時間以上～２時間未満＞ 
・要介護１   ３６９円(１割負担)   ７３８円(２割負担) １,１０７円(３割負担) 
・要介護２   ３９８円(１割負担)   ７９６円(２割負担) １,１９４円(３割負担) 

       ・要介護３    ４２９円(１割負担)   ８５８円(２割負担) １,２８７円(３割負担) 
       ・要介護４   ４５８円(１割負担)   ９１６円(２割負担) １,３７４円(３割負担) 

・要介護５   ４９１円(１割負担)  ９８２円(２割負担) １,４７３円(３割負担) 
＜２時間以上～３時間未満＞ 
・要介護１   ３８３円(１割負担)   ７６６円(２割負担) １,１４９円(３割負担) 
・要介護２   ４３９円(１割負担)   ８７８円(２割負担) １,３１７円(３割負担) 
・要介護３   ４９８円(１割負担)   ９９６円(２割負担) １,４９４円(３割負担) 
・要介護４   ５５５円(１割負担) １,１１０円(２割負担) １,６６５円(３割負担) 
・要介護５  ６１２円(１割負担) １,２２４円(２割負担) １,８３６円(３割負担) 

＜３時間以上～４時間未満＞ 
・要介護１   ４８６円(１割負担)    ９７２円(２割負担) １,４５８円(３割負担) 
・要介護２   ５６５円(１割負担) １,１３０円(２割負担) １,６９５円(３割負担) 
・要介護３   ６４３円(１割負担) １,２８６円(２割負担) １,９２９円(３割負担) 
・要介護４   ７４３円(１割負担) １,４８６円(２割負担) ２,２２９円(３割負担) 

     ・要介護５   ８４２円(１割負担) １,６８４円(２割負担) ２,５２６円(３割負担) 
    ＜４時間以上～５時間未満＞  
       ・要介護１  ５５３円(１割負担) １,１０６円(２割負担) １,６５９円(３割負担) 
       ・要介護２    ６４２円(１割負担) １,２８４円(２割負担) １,９２６円(３割負担) 
       ・要介護３   ７３０円(１割負担) １,４６０円(２割負担) ２,１９０円(３割負担) 
       ・要介護４   ８４４円(１割負担) １,６８８円(２割負担) ２,５３２円(３割負担) 

・要介護５  ９５７円(１割負担) １,９１４円(２割負担) ２,８７１円(３割負担) 
＜５時間以上～６時間未満＞ 
・要介護１   ６２２円(１割負担) １,２４４円(２割負担) １,８６６円(３割負担) 
・要介護２   ７３８円(１割負担) １,４７６円(２割負担) ２,２１４円(３割負担) 
・要介護３   ８５２円(１割負担) １,７０４円(２割負担) ２,５５６円(３割負担) 
・要介護４  ９８７円(１割負担) １,９７４円(２割負担) ２,９６１円(３割負担) 
・要介護５ １,１２０円(１割負担) ２,２４０円(２割負担) ３,３６０円(３割負担) 

＜６時間以上～７時間未満＞ 
・要介護１    ７１５円(１割負担) １,４３０円(２割負担) ２,１４５円(３割負担) 
・要介護２  ８５０円(１割負担) １,７００円(２割負担) ２,５５０円(３割負担) 
・要介護３   ９８１円(１割負担) １,９６２円(２割負担) ２,９４３円(３割負担) 
・要介護４ １,１３７円(１割負担) ２,２７４円(２割負担) ３,４１１円(３割負担) 
・要介護５ １,２９０円(１割負担) ２,５８０円(２割負担) ３,８７０円(３割負担) 

＜７時間以上～８時間未満＞ 
・要介護１    ７６２円(１割負担) １,５２４円(２割負担) ２,２８６円(３割負担) 
・要介護２  ９０３円(１割負担) １,８０６円(２割負担) ２,７０９円(３割負担) 
・要介護３ １,０４６円(１割負担) ２,０９２円(２割負担) ３,１３８円(３割負担) 
・要介護４ １,２１５円(１割負担) ２,４３０円(２割負担) ３,６４５円(３割負担) 
・要介護５ １,３７９円(１割負担) ２,７５８円(２割負担) ４,１３７円(３割負担) 

※ご家族にて送迎を実施した場合には、下記の料金が、上記利用料から引かれます。 
片道１回 ４７円(１割負担) ９４円(２割負担) １４１円(３割負担) 

※上記料金に対し、下記＊１～＊４は全員に、＊５～＊９は該当者に加算します。 

＊１ リハビリテーションマネジメント加算(イ)(月額) 
 通所リハビリテーション計画の同意を得た月から６月(６回)以内 

     ５６０円(１割負担) １,１２０円(２割負担) １,６８０円(３割負担) 
    通所リハビリテーション計画の同意を得た月から７月(７回)以降 
        ２４０円(１割負担)  ４８０円(２割負担)   ７２０円(３割負担) 

              リハビリ職員が居宅訪問し、指導及び助言をしながら通所リハビリテーション計画を 
        作成します。３箇月に１回以上のリハビリテーション会議により多職種間での情報共 

有をしながら、医師の指示の下、計画を実行及びマネジメントします。利用者又はそ 
のご家族に対しリハビリ職員から計画書の説明をし、同意を得た月から加算されます。 
又、医師が利用者又はそのご家族に計画書の説明した場合、リハビリテーションマネ 
ジメント加算(イ)の料金に対し、下記料金が上乗せされます。 
２７０円(１割負担) ５４０円(２割負担) ８１０円(３割負担) 



＊２ 退院時共同指導加算(１回) 
６００円(１割負担) １２００円(２割負担) １８００円(３割負担) 

    リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者のリハビリテーション 
    計画を作成する際、リハビリテーション実施計画等を入手し、退院前カンファレンス 

に当施設の医師又は療法士が参加し、退院時共同指導を行った場合。 
＊３ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(日額) 

２２円(１割負担) ４４円(２割負担) ６６円(３割負担) 

     介護職員の内、介護福祉士を７０％以上、又は勤続１０年以上の介護福祉士２５％以 

上配置。 

＊４ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(１円未満の端数四捨五入) 

１月分の介護保険適用自己負担額合計に対し、8.6％を上乗せします。 

＊５ 延長加算(日額) 
       ８時間以上 ９時間未満 

        ５０円(１割負担) １００円(２割負担) １５０円(３割負担) 
９時間以上１０時間未満 
 １００円(１割負担) ２００円(２割負担) ３００円(３割負担) 

１０時間以上１１時間未満 
  １５０円(１割負担) ３００円(２割負担) ４５０円(３割負担) 

   １１時間以上１２時間未満 
  ２００円(１割負担) ４００円(２割負担) ６００円(３割負担) 

    １２時間以上１３時間未満 
  ２５０円(１割負担) ５００円(２割負担) ７５０円(３割負担) 

     １３時間以上１４時間未満 
  ３００円(１割負担) ６００円(２割負担) ９００円(３割負担) 

＊６ 入浴介助加算(Ⅰ)(日額) 
 ４０円(１割負担)   ８０円(２割負担) １２０円(３割負担) 

入浴介助に係る職員に対し、入浴介助に関する研修を実施し、入浴介助(一般浴、特別
機械浴)をした場合。 

入浴介助加算(Ⅱ)(日額) 
 ６０円(１割負担) １２０円(２割負担) １８０円(３割負担) 

専門職が利用者の浴室に訪問し、利用者の動作及び浴室の環境を評価します。その評
価を踏まえて個別の入浴計画を作成し、計画に基づき個別に入浴介助(一般浴、特別機
械浴)をした場合。又、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載すること
で、個別の入浴計画の作成に代えることができます。 
専門職＝医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、利用者の動  
    作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練 

指導員、地域包括支援センターの職員、その他住宅改修に関する専門的知識 
及び経験を有する者。 

＊７ 短期集中個別リハビリテーション実施加算(日額) 
  １１０円(１割負担) ２２０円(２割負担) ３３０円(３割負担) 

退院(所)日又は適用開始日から３箇月以内で、１回４０分以上の個別リハビリテーシ
ョンを週におおむね２回以上実施した場合。 

＊８ 若年性認知症利用者受入加算(日額) 

 ６０円(１割負担) １２０円(２割負担) １８０円(３割負担) 

       若年性認知症の場合。 

＊９ 重度療養管理加算(日額)(要介護３、要介護４又は要介護５の方) 

  １００円(１割負担) ２００円(２割負担) ３００円(３割負担) 

   身体障害程度等級表の４級以上であり、ストーマの方、人工呼吸器使用の方、胃瘻の 

方、褥瘡治療を実施している方等。 

※居宅サービスにおける、介護保険適用自己負担額の利用限度額(月額) 

 介護保険適用自己負担額において、下記利用限度額を超えて利用した部分の利用料は、１０倍の

料金になります。 

要介護１ １６,７６５円(１割負担) ３３,５３０円(２割負担)  ５０,２９５円(３割負担) 

      要介護２ １９,７０５円(１割負担) ３９,４１０円(２割負担)  ５９,１１５円(３割負担) 

    要介護３ ２７,０４８円(１割負担) ５４,０９６円(２割負担)  ８１,１４４円(３割負担) 

    要介護４ ３０,９３８円(１割負担) ６１,８７６円(２割負担)   ９２,８１４円(３割負担) 

    要介護５ ３６,２１７円(１割負担) ７２,４３４円(２割負担) １０８,６５１円(３割負担) 

 



２ その他利用料(希望者全員から頂きます。) 

①  食費(１食) 朝食 ５００円 / 昼食(おやつ含) ７５０円 / 夕食 ６００円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合。 

※食事のキャンセル・・・食事開始２時間前から、食費が発生する場合があります。 

(食事開始時間・・・朝食 ８:００ / 昼食 １２:００ / 夕食 １７:３０) 

②  日用生活品費(日額) ９０円 
      石鹸、シャンプー、トイレットペーパー、おしぼり等の費用であり施設で用意するものをご利 

用いただく場合。 
③ 教養娯楽費(日額) ５０円 

     クラブやレクレーション、行事で使用する折り紙、塗り絵の材料や風船・ボール等遊具、ビデ 
オ、カラオケ等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合。 

④ 理美容代(１回) １,０００円～２,０００円程度 
     理美容をご利用の場合。丸刈り、カット、セット等で料金は異なります。  

⑤ オムツ代(１枚)                                 
     オムツの利用が必要な場合にて、施設で用意するものをご利用いただく場合。料金は下記の通 

りになります。 
        ・オムツ      Ｍ １２１円  小さめＬ １３７円     Ｌ １３７円 
         ・リハビリパンツ  Ｍ １１６円     Ｌ １２９円    ３Ｌ １７６円 
       ・パッド      Ｓ  ３９円     Ｍ  ４２円     Ｌ  ８１円 

  ・シート         ４８円 

 



Ｅ 介護予防通所リハビリテーションの利用者負担額 

 

１ 介護保険適用自己負担額(地域区分 その他) 

(介護保険適用自己負担額は、所得等に応じて１～３割負担になります。) 

    介護予防通所リハビリテーション費(月額) 
   利用開始した月から１２月(１２回)以内 
       ・要支援１ ２,２６８円(１割負担) ４,５３６円(２割負担)   ６,８０４円(３割負担) 

・要支援２ ４,２２８円(１割負担) ８,４５６円(２割負担) １２,６８４円(３割負担) 
      利用開始した月から１３月(１３回)以降 
       ・要支援１ ２,１４８円(１割負担) ４,２９６円(２割負担)  ６,４４４円(３割負担) 

・要支援２ ３,９８８円(１割負担) ７,９７６円(２割負担) １１,９６４円(３割負担) 
※上記料金に対し、下記＊１～＊２は全員に、＊３は該当者に加算します。 

＊１ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(月額) 
（要支援１）  ８８円(１割負担) １７６円(２割負担) ２６４円(３割負担) 

               (要支援２) １７６円(１割負担) ３５２円(２割負担) ５２８円(３割負担) 

     介護職員の内、介護福祉士を７０％以上、又は勤続１０年以上の介護福祉士２５％以 

上配置。 

＊２ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(１円未満の端数四捨五入) 

１月分の介護保険適用自己負担額合計に対し、8.6％を上乗せします。 

＊３ 若年性認知症利用者受入加算(月額) 
 ２４０円(１割負担) ４８０円(２割負担) ７２０円(３割負担) 

          若年性認知症の場合。 

※居宅サービスにおける、介護保険適用自己負担額の利用限度額(月額) 

 介護保険適用自己負担額において、下記利用限度額を超えて利用した部分の利用料は、１０倍の

料金になります。 

要支援１  ５,０３２円(１割負担) １０,０６４円(２割負担) １５,０９６円(３割負担) 

      要支援２ １０,５３１円(１割負担) ２１,０６２円(２割負担) ３１,５９３円(３割負担) 

 

２ その他利用料(希望者全員から頂きます。) 

①  食費(１食) 朝食 ５００円 / 昼食(おやつ含) ７５０円 / 夕食 ６００円 

施設で提供する食事をお取りいただいた場合。 

※食事のキャンセル・・・食事開始２時間前から、食費が発生する場合があります。 

(食事開始時間・・・朝食 ８:００ / 昼食 １２:００ / 夕食 １７:３０) 

②  日用生活品費(日額) ９０円 
      石鹸、シャンプー、トイレットペーパー、おしぼり等の費用であり施設で用意するものをご利 

用いただく場合。 
   ③ 教養娯楽費(日額) ５０円 
    クラブやレクレーション、行事で使用する折り紙、塗り絵の材料や風船・ボール等遊具、ビデ 

オ、カラオケ等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合。 
    ④ 理美容代(１回) １,０００円～２,０００円程度 
     理美容をご利用の場合。丸刈り、カット、セット等で料金は異なります。 
    ⑤ オムツ代(１枚)                                 
     オムツの利用が必要な場合にて、施設で用意するものをご利用いただく場合。料金は下記の通 

りになります。 
・オムツ      Ｍ １２１円  小さめＬ １３７円     Ｌ １３７円 

         ・リハビリパンツ  Ｍ １１６円     Ｌ １２９円    ３Ｌ １７６円 
       ・パッド      Ｓ  ３９円     Ｍ  ４２円     Ｌ  ８１円 

  ・シート         ４８円 



《別添資料１》 

 

「介護保険負担限度額認定証」に該当する利用者等の負担額 
 

○ 利用者負担額は、所得等の状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階

の利用者には負担軽減策が設けられています。(当施設のサービスでは、介護老人保健施設・短

期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の利用者が該当) 

 

○ 利用者が「利用者負担限度額」のどの段階に該当するかは市区町村が決定します。第１～第

３段階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理人の方)が、ご本人の住所地の市区町

村に申請し、市区町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用

者負担限度額の段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認

定証」の提示がないと、いったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになります。(「認

定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります。) 

 

○ 利用者負担限度額 第１～第３段階に該当する利用者とは、世帯全員(世帯が異なる配偶者や

内縁関係の者も含む)が市区町村民税非課税であり、預貯金等の資産が一定額以下の方です。 

 又、利用者負担限度額 第４段階の利用者であっても、高齢者二人暮らし世帯等で、お一人が

施設に入所しその利用料を負担するとご自宅で暮らす方の生活が困難になると市区町村が認

めた場合は、利用者負担限度額が適用されます。 

尚、利用者負担限度額の第１～第３段階は次のように分かれます。 

【利用者負担限度額 第１段階】 

  生活保護受給者、老齢福祉年金受給者等 

【利用者負担限度額 第２段階】 

  公的年金等収入金額とその他の合計所得金額を合わせて 80 万円以下の方等 

【利用者負担限度額 第３段階①】 

  公的年金等収入金額とその他の合計所得金額を合わせて 80 万円超 120 万円以下の方等 

【利用者負担限度額 第３段階②】 

 公的年金等収入金額とその他の合計所得金額を合わせて 120 万円超の方等 

  

※利用者負担限度額一覧表(日額利用料) 

介護老人保健施設 (介護予防)短期入所療養介護 

 食費 居住費(多床室) 食費 居住費(多床室) 

利用者負担限度額 第 1段階 ０円(３００円) ０円 ０円(３００円) ０円 

利用者負担限度額 第２段階 ３９０円 

４３０円 

６００円 

４３０円 利用者負担限度額 第３段階① ６５０円 １,０００円 

利用者負担限度額 第３段階② １,３６０円 １,３００円 

利用者負担限度額 第４段階 １,８５０円 ７００円 １,８５０円 ７００円 

 

○ その他詳細については、市区町村窓口でおたずね下さい。 


